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北海道農政部長

東北、関東、北陸、東海農政局生産部長 殿

（農林水産省※１）生産局農産部園芸作物課長

暴風による果樹等の被害防止に向けた技術指導の徹底について

気象庁発表の全般気象情報（平成２７年９月２９日１５：００発表）によると、１０

月１日から３日にかけて低気圧が急速に発達しながら日本海を北東に進む見込みであり、

北日本を中心に大荒れとなるおそれがあり、強風による農作物への影響が懸念されると

ころである。

このため、今後の気象状況に十分留意するとともに、農作物への影響軽減を図る

ため、「農業技術の基本指針」（平成２７年改定）（平成２７年３月３０日公表）

（http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_kihon_sisin/sisin27.html）を踏まえ、下記に
ついて、各地域の状況に応じた迅速かつ適切な対応が行われるよう、〔貴局管内の都府県

に対し、〕技術指導の徹底を図られたい。

施行注意：１ ＊１は、各農政局宛ては除く

２ 〔 〕は、各農政局宛てのみに記載とする。



記

【園芸作物全般】

１．事前の対策

（１）強風に備えて事前に施設やほ場周辺の点検、排水路の清掃を行うこと。

（２）温室、育苗・集荷施設等については、強風に備えて、取り付け金具の緊張、抑え

ひもによる固定、妻面の補強等の防風対策に努めるとともに、飛来物による損傷を

防止するために施設周辺の清掃、防風網の設置等に努めること。

２．被害拡大防止のための対策

強風が収まった後は、速やかに施設、機器の点検を行い、補修や修理が必要な場合

には適切な処置を行うこと。

【野菜・花き】

１．事前の対策

（１）定植後の幼苗期は、支柱等により倒伏を防止すること。支柱やネットを設置して

いる作物は、確実に固定されているか確認し、必要に応じて補強しておくこと。ま

た、べたがけ資材の利用等により被害回避に努めること。

（２）園芸施設については、強風に備え、フィルムの取付金具の点検や抑えひもの固定、

防風ネットの設置等による防風対策を講ずること。

２．被害拡大防止のための対策

（１）強風等による被害を受けたほ場においては、土寄せ、追肥、液肥の葉面散布等に

より生育の回復に努めるとともに、病害虫の発生を防止するため、折損した茎葉の

除去と適切な薬剤散布を行うこと。

（２）果菜類では、根傷みによる草勢低下を防ぐため摘果や若どりにより着果負担を軽

減すること。

【果樹】

１．事前の対策

（１）強風に備えて事前に防風網や果樹棚支柱、マルチ資材、ハウス施設の点検・補修

・補強を行っておくこと。また、倒伏しやすい樹体や枝は支柱により補強すること。

（２）収穫可能な果実はできる限り収穫しておくこと。その際、農薬散布から収穫まで

の経過日数に留意すること。

２．被害拡大防止のための対策

（１）被害程度に応じて、折損した枝の修復や被害果の摘み取り、せん定及び摘果を実

施し、生育の回復に努めるとともに、病害虫の防除を適切に実施すること。強風に

よる倒伏や枝裂けが起こった場合には適切な処置を行うこと。また、落葉が激しい

場合には樹脂病等の発生に注意し、被害程度に応じて白塗剤の塗布等を行うこと。

（２）落下した果実については、農薬散布から収穫までの経過日数に留意し、必要に応

じて低温保管、選別の徹底、早期出荷等に努めること。また、りんごについては、

果汁のパツリン汚染を防止するため、土壌に触れた果実は、原則、果汁原料用には

利用せず、やむを得ず利用する場合には、低温保管、早期利用、腐敗果の除去等に

努めること。


